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コ
メ
ン
ト
二

ウ 

ク
ラ
イ
ナ
戦
争
と
国
際
刑
事
法 

―
―
特
別
法
廷
を
め
ぐ
る
議
論
お
よ
び
国
家
に
よ
る
訴
追
・
処
罰
に
つ
い
て
―
―

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン

Ⅰ
．
は
じ
め
に

　

私
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
注
目
を
集

め
る
国
際
刑
事
法
体
制
に
関
連
し
て
、
二
つ
の
論
点
を
取
り
上

げ
、
若
干
の
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。

　

一
点
目
は
、（
久
保
田
報
告）

1
（

に
言
及
の
あ
っ
た
）
ロ
シ
ア
の

プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
訴
追
や
免
除
に
関
す
る
問
題
に
関
連
し
て
、

国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
に
よ
る
追
及
と
は
別
に
、
新
た

な
「
特
別
法
廷
」
を
創
設
す
る
と
い
う
構
想
を
め
ぐ
る
議
論
で

あ
る
（
以
下
Ⅱ
．）。

　

二
点
目
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
お
け
る
「
中
核
犯
罪
」

（
コ
ア
・
ク
ラ
イ
ム
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
管
轄
犯
罪
）
の
訴
追
・
処
罰
を

め
ぐ
っ
て
、
国
際
刑
事
法
シ
ス
テ
ム
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
側

面
で
あ
る
、
国
内
レ
ベ
ル
で
の
訴
追
・
処
罰
制
度
を
取
り
上
げ
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
を
通
じ
て
日
本
（
法
）
に
突
き
付
け
ら
れ
た

課
題
に
つ
い
て
も
若
干
の
問
題
提
起
を
行
っ
て
み
た
い
（
以
下

Ⅲ
．）。

Ⅱ
．
特
別
法
廷
を
め
ぐ
る
議
論

　

先
に
あ
っ
た
報
告
の
と
お
り
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
ら
へ
の
逮

捕
状
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
行
わ
れ
て
い
る
さ
ま

ざ
ま
な
犯
罪
の
う
ち
、
も
っ
ぱ
ら
子
ど
も
の
連
れ
去
り
と
い
う

類
い
の
戦
争
犯
罪
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

実
際
に
両
名
の
被
疑
者
の
身
柄
を
確
保
す
る
に
至
る
か
ど
う
か

は
、
未
知
数
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
日
本
も
含
め
、
Ｉ
Ｃ

Ｃ
の
一
二
三
の
締
約
国
に
逮
捕
・
引
渡
し
の
義
務
が
生
じ
た
こ

と
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
大
き
い
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
二
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三
年
七
月
に
他
界
し
た
ベ
ル
ル
ス
コ
ー
ニ
元
イ
タ
リ
ア
首
相
と

親
交
の
あ
っ
た
プ
ー
チ
ン
氏
は
、
締
約
国
イ
タ
リ
ア
で
の
葬
儀

へ
の
参
列
を
見
送
っ
た
と
の
報
道
が
あ
る
。
そ
の
後
、
同
年
八

月
に
同
じ
く
締
約
国
で
あ
る
南
ア
フ
リ
カ
で
開
催
さ
れ
た
Ｂ
Ｒ

Ｉ
Ｃ
Ｓ
首
脳
会
議
へ
の
対
面
参
加
を
も
見
送
っ
た
こ
と
な
ど
に

鑑
み
れ
ば
、
逮
捕
状
発
付
の
公
表
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
移
動

の
自
由
を
抑
止
す
る
効
果
が
一
定
程
度
出
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

プ
ー
チ
ン
大
統
領
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、
今
後
、
別
の

戦
争
犯
罪
の
類
型
や
戦
争
犯
罪
以
外
の
中
核
犯
罪
に
つ
い
て
も

捜
査
を
進
め
、
逮
捕
状
の
被
疑
事
実
と
対
象
犯
罪
を
追
加
す
る

可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
状
で
は
、
四
つ
の
中
核

犯
罪
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
侵
略
犯
罪
に
つ
い
て
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
管

轄
権
は
及
ば
な
い
。
こ
の
点
、
侵
略
犯
罪
の
定
義
上
、
ロ
シ
ア

に
よ
る
軍
事
侵
攻
は
侵
略
犯
罪
に
該
当
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
状
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
管
轄
権
行
使
の
条

件
を
満
た
さ
な
い
た
め
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
な
ど
軍
事
侵
攻
の

指
導
者
に
対
し
て
、（
今
般
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
一
連
の
非
人
道

的
行
為
の
い
わ
ば
「
原
点
」
と
も
い
え
る
）
侵
略
犯
罪
の
責
任
を

問
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
お
い
て
今
般
行
わ
れ
た
侵
略
犯
罪
を
訴

追
・
処
罰
で
き
な
い
こ
と
を
受
け
、
一
部
の
国
の
政
府
や
専
門

家
は
、
こ
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
体
制
に
お
け
る
「
責
任
追
及
の
隙
間
」
を

埋
め
る
べ
く
、
侵
略
犯
罪
を
も
扱
え
る
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に

特
化
し
た
「
特
別
法
廷
」
の
設
置
を
提
言
し
て
い
る
。
大
き
く

分
け
て
、
以
下
の
二
つ
の
モ
デ
ル
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

　

一
つ
は
、
国
連
（
安
保
理
で
は
な
く
）
総
会
の
決
議
を
基
礎

と
し
て
、
国
連
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
の
協
定
に
基
づ
い
て
特
別
な

（
国
際
）
法
廷
を
設
立
す
る
と
い
う
モ
デ
ル
で
あ
る
（
こ
れ
は
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
も
提
唱
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
）。

　

も
う
一
つ
は
、
あ
く
ま
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
国
内
管
轄
権
の
枠

内
に
特
別
法
廷
を
設
置
し
、
そ
れ
に
国
際
裁
判
官
な
ど
が
関
与

し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
外
で
も
（
た
と
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ
ー
グ
に

拠
点
を
置
い
て
）
活
動
す
る
特
別
法
廷
を
創
設
す
る
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
法
廷
」（
混
合
法
廷
な
い
し
は
「
国

際
化
さ
れ
た
国
内
法
廷
」）
モ
デ
ル
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
に
し
て
も
、
国
際
刑
事
司
法
の
沿
革

を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
前
例
な
い
し
モ
デ
ル
と
な
り
う

る
特
別
法
廷
が
過
去
に
存
在
し
た
（
た
と
え
ば
、
シ
エ
ラ
レ
オ

ネ
特
別
法
廷
や
カ
ン
ボ
ジ
ア
特
別
法
廷
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
）。
こ

の
点
、
二
〇
二
三
年
四
月
に
軽
井
沢
で
開
催
さ
れ
た
Ｇ
7
の
外

務
大
臣
会
合
で
は
、
後
者
・
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
法
廷
モ
デ
ル
、
す

な
わ
ち
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
司
法
制
度
内
に
置
か
れ
る
国
際
化
さ
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れ
た
法
廷
の
創
設
を
追
求
す
る
こ
と
を
支
持
す
る
」
旨
の
宣
言）

2
（

が
採
択
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
今
後
の
議
論
の
推
移
を

注
視
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
特
別
法
廷
が
仮

に
設
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
プ
ー
チ
ン
氏
の
よ

う
な
現
職
の
国
家
元
首
の
（
人
的
）
免
除
の
問
題）

3
（

を
、
理
論

上
・
実
践
上
、
克
服
で
き
る
か
が
最
大
の
法
的
争
点
に
な
り
そ

う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
（「
臨
時
」
の
）
特
別
法
廷

と
（「
常
設
」
の
）
Ｉ
Ｃ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
と
の
整
合
性
（
ひ
い
て
は

今
後
の
国
際
刑
事
司
法
全
体
の
正
当
性
へ
の
波
及
効
）
に
つ
い
て

も
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。

Ⅲ
．
国
家
の
役
割
―
―
第
三
国
の
国
内
刑
事
司
法
に
よ
る
対
応

と
日
本
（
法
）
の
課
題

　

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
行
わ
れ
て
い
る
中
核

犯
罪
に
つ
い
て
、
主
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る
対
応
が
注
目
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
訴
追

は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い

う
点
で
あ
る
。
現
在
の
国
際
刑
事
法
シ
ス
テ
ム
で
は
、
む
し
ろ

国
家
が
中
心
と
な
り
、
第
一
次
的
に
訴
追
を
行
う
こ
と
と
が
原

則
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
に
も
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
戦
争

犯
罪
な
ど
に
つ
い
て
、
犯
罪
地
国
た
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
よ
う
な

当
事
国
の
ほ
か
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
カ
ナ

ダ
な
ど
の
よ
う
な
、
犯
罪
と
は
直
接
的
な
繫
が
り
（
連
結
点
）

を
有
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る
第
三
国
が
現
に
捜
査
を
進
め
て
い
る

の
で
あ
る）

4
（

。

　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、
国
家
と
の
分
担
型
の
訴
追
体
制
を
と
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
中
核
犯
罪
の
訴
追
・
処
罰
は
、
ま
ず
も
っ
て
各
国

の
国
内
刑
事
司
法
に
委
ね
ら
れ
、
国
家
が
訴
追
意
思
や
能
力
を

欠
く
と
き
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
こ
れ
を
補
完
す
る
役
割
を
負
う
に
と

ど
ま
る
。
こ
れ
を
「
補
完
性
の
原
則
」
と
い
う
。
こ
れ
に
基
づ

い
て
、
国
内
裁
判
所
は
、
い
わ
ば
国
際
社
会
に
お
け
る
一
つ
の

司
法
機
関
と
し
て
刑
事
裁
判
権
を
行
使
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
中
核
犯
罪
の
訴
追
は
第
一
次
的
に
は
締
約
国
の
責
務
で

あ
っ
て
、
各
国
の
国
内
刑
法
・
国
内
刑
事
司
法
が
「
主
役
」
と

い
え
る）

5
（

。

　

現
在
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
行
わ
れ
て
い
る
、
ロ
シ
ア
兵
に
よ
る

戦
争
犯
罪
等
を
対
象
と
し
た
刑
事
裁
判
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
刑
法

の
属
地
主
義
に
基
づ
く
裁
判
権
の
行
使
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

第
三
国
に
よ
る
訴
追
・
処
罰
の
場
合
、
裁
判
権
の
行
使
は
、
通

常
、
世
界
主
義
（
い
わ
ゆ
る
普
遍
的
管
轄
権
）
ま
た
は
純
代
理

処
罰
主
義
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
実
体
法
上
、
国

内
刑
事
法
に
お
い
て
中
核
犯
罪
を
適
切
に
処
罰
す
る
た
め
の
規
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定
、
す
な
わ
ち
戦
争
犯
罪
や
人
道
に
対
す
る
犯
罪
な
ど
に
特
化

し
た
構
成
要
件
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
前
提
と
な
る
。

　

日
本
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
を
受
け
、

日
本
で
も
国
際
刑
事
司
法
に
対
す
る
認
識
が
大
き
な
転
機
を
迎

え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
報
告
に
言
及
の
あ
っ
た
と
お
り
、
日

本
は
、
ア
ジ
ア
の
締
約
国
の
中
で
は
、
い
ち
早
く
ウ
ク
ラ
イ
ナ

の
事
態
を
Ｉ
Ｃ
Ｃ
へ
付
託
し
、
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
へ
の
支
援
を
視

野
に
入
れ
て
、
二
〇
二
二
年
四
月
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
日
本
の
検
察
官

三
名
を
派
遣
し
た
。
さ
ら
に
、
同
年
一
〇
月
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
ホ
フ

マ
ン
ス
キ
ー
所
長
の
来
日
を
機
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
「
日
本
拠
点
」

（
す
な
わ
ち
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
司
法
人
材
育
成
や
Ｉ
Ｃ
Ｃ
活
動
の
普

及
・
啓
発
を
支
え
る
、
捜
査
権
を
有
さ
な
い
「
地
域
事
務
所
」）
の

新
設
に
向
け
た
構
想
も
浮
上
し
た
。
日
本
は
、
二
〇
〇
七
年
の

Ｉ
Ｃ
Ｃ
へ
の
加
盟
後
、
こ
れ
ま
で
三
名
の
裁
判
官
を
Ｉ
Ｃ
Ｃ
へ

送
り
出
し
、
財
政
面
で
も
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
と
評
し
う
る
。

　

も
っ
と
も
、
日
本
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
加
盟
し
た
際
に
、
中
核
犯

罪
の
大
部
分
が
「
現
行
刑
法
で
処
罰
可
能
」
で
あ
る
と
し
て
、

立
法
手
当
、
す
な
わ
ち
そ
の
国
内
法
化
を
見
送
っ
た
の
で
あ
る
。

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
に
も
未
加
入
で
あ
る
日
本
の
現
行
刑
事
法

に
は
、（
二
〇
〇
四
年
に
制
定
さ
れ
た
「
国
際
人
道
法
違
反
処
罰

法
」
が
断
片
的
に
定
め
る
ほ
ん
の
僅
か
な
戦
争
犯
罪
類
型
を
除
け

ば
）
中
核
犯
罪
固
有
の
処
罰
規
定
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う

に
中
核
犯
罪
の
規
定
を
欠
い
た
国
内
法
の
現
状
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ

（
や
他
国
）
に
対
し
て
な
し
う
る
協
力
は
、
間
接
的
な
「
後
方

支
援
」
が
限
界
と
い
え
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
事
態
で
は
、
Ｉ
Ｃ

Ｃ
が
現
に
捜
査
を
開
始
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
広
範
か
つ
非
常

に
深
刻
な
事
態
で
、
周
到
な
捜
査
を
す
れ
ば
被
疑
者
の
数
は
膨

大
な
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
先
述
の
と
お
り
、

中
核
犯
罪
を
国
内
法
に
受
容
し
た
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う

な
（
犯
罪
地
国
な
い
し
被
害
国
以
外
の
）
第
三
国
が
、
自
国
で
の

訴
追
・
処
罰
に
備
え
て
既
に
捜
査
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
状
況
に
お
い
て
、
日
本
が
よ
り
積
極
的
・
主
体
的
に
中
核
犯

罪
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
包
囲
網
・
訴
追
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
参
画
し

て
実
質
的
な
貢
献
を
な
し
て
い
く
上
で
は
、
中
核
犯
罪
に
関
す

る
適
切
な
処
罰
規
定
の
欠
如
が
大
き
な
障
壁
と
な
っ
て
い
る）

6
（

。

　

か
か
る
現
状
に
鑑
み
て
、
中
核
犯
罪
と
そ
の
関
連
概
念
の
国

内
法
化
が
喫
緊
の
課
題
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
、
中
核
犯
罪
に

関
す
る
国
外
犯
処
罰
規
定
の
見
直
し
も
と
く
に
重
要
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
現
状
で
は
、
国
外
で
行
わ
れ
る
戦
争
犯
罪
の

う
ち
、
古
典
的
な
国
家
間
戦
争
に
お
け
る
戦
争
犯
罪
に
つ
い
て

の
み
、
か
ろ
う
じ
て
処
罰
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
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国
際
的
な
武
力
紛
争
に
お
け
る
重
大
な
違
反
行
為
に
該
当
し
、

か
つ
、
刑
法
上
の
犯
罪
に
あ
た
る
行
為
に
つ
い
て
は
、（
日
本

が
一
九
五
三
年
に
加
入
し
た
）
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
に
基
づ
く

（
条
約
上
の
）
処
罰
義
務
が
あ
る
た
め
、
犯
罪
地
や
犯
人
・
被

害
者
の
国
籍
を
問
わ
ず
、（
世
界
主
義
の
一
種
と
も
さ
れ
る
）
刑

法
四
条
の
二
に
基
づ
く
国
外
犯
の
処
罰
は
可
能
で
あ
る
。
他
方
、

そ
の
他
の
中
核
犯
罪
の
国
外
犯
に
つ
い
て
み
る
と
、
日
本
人
が

（
犯
人
ま
た
は
被
害
者
と
し
て
）
関
わ
ら
な
い
限
り
、
刑
法
の
適

用
が
及
ば
ず
、
不
可
罰
と
な
る
。
つ
ま
り
、
国
外
で
外
国
人
に

よ
っ
て
外
国
人
に
対
し
て
行
わ
れ
た
中
核
犯
罪
の
ほ
と
ん
ど
は
、

仮
に
被
疑
者
が
（
た
と
え
ば
観
光
客
や
難
民
を
装
っ
て
）
日
本
に

入
り
込
ん
で
き
た
と
し
て
も
、
処
罰
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
要

す
る
に
、
国
内
法
の
現
状
で
は
、
日
本
が
国
際
法
上
の
最
も
重

大
な
犯
罪
を
行
っ
た
者
の
セ
イ
フ
・
ヘ
イ
ブ
ン
（
隠
れ
場
所
）

と
な
っ
て
し
ま
う
リ
ス
ク
が
現
実
の
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
政

策
課
題
と
し
て
、
強
く
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

Ⅳ
．
お
わ
り
に

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
国
際
刑
事
法
は

万
能
な
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
戦
争
犯
罪
や
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
罪
の
よ
う
な
犯
罪
を
犯
せ
ば
、
国
際
刑
事
法
に
基
づ

い
て
確
実
に
訴
追
さ
れ
、
処
罰
さ
れ
る
」。
そ
う
し
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
、
国
際
法
レ
ベ
ル
で
も
国
内
法
レ
ベ
ル
で
も
、
一
致

団
結
し
て
発
信
し
続
け
る
こ
と
が
、
今
後
、
第
二
、
第
三
の
ウ

ク
ラ
イ
ナ
を
生
ま
な
い
た
め
に
極
め
て
重
要
な
こ
と
な
の
で
あ

る
。〔

付
記
〕　

本
稿
は
、
慶
應
法
学
会
二
〇
二
三
年
度
研
究
大
会
（
同
年
七

月
一
日
。
於
：
東
京
・
本
塾
大
学
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
）
に
て
行
っ
た

（
他
の
報
告
者
の
話
題
事
項
へ
の
）「
コ
メ
ン
ト
」
の
原
稿
に
、
最
低

限
の
加
筆
修
正
お
よ
び
補
注
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
コ

メ
ン
ト
報
告
後
の
同
年
八
月
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
日
本
の
Ｉ

Ｃ
Ｃ
裁
判
官
・
赤
根
智
子
氏
と
対
談
す
る
機
会
を
得
た
。
対
談
「
日

本
は
『
戦
争
犯
罪
』
へ
の
備
え
は
あ
る
か
」
は
「
中
央
公
論
」
二
〇

二
三
年
一
〇
月
号
九
四
頁
以
下
に
掲
載
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
）　

本
誌
一
一
三
頁
以
下
。

（
2
）　

二
〇
二
三
年
四
月
一
八
日
の
Ｇ
7
外
相
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
（
外
務
省

ウ
ェ
ブ
サ
イ
トhttps://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/files/100492726.
pdf

）。

（
3
）　

戦
争
犯
罪
等
の
訴
追
と
（
事
項
的
）
免
除
の
問
題
に
関
す
る
最

近
の
国
家
実
行
（
ド
イ
ツ
の
判
例
）
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
拙

稿
「
国
家
に
よ
る
戦
争
犯
罪
等
の
訴
追
と
訴
訟
障
害
と
し
て
の
事
項
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的
免
除
に
つ
い
て
」
山
口
厚
ほ
か
〔
編
〕『
高
橋
則
夫
先
生
古
稀
祝

賀
論
文
集
［
下
巻
］』
成
文
堂
（
二
〇
二
二
年
）
七
六
七
頁
以
下
、

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
＝
久
保
田
隆
「
国
際
刑
罰
権
の
間
接
実
施

と
事
項
的
免
除
」
法
学
研
究
九
四
巻
一
二
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
頁

以
下
参
照
。

（
4
）　

ド
イ
ツ
の
対
応
を
題
材
に
、
詳
し
く
はPhilipp O

sten and 
T

akashi K
ubota, ‘Im

pact on D
om

estic Crim
inal Law

 – 
Germ

an Experiences w
ith U

niversal Jurisdiction and 
Im

m
unity’, in S. Furuya et al. （eds.

）, G
lobal Im

pact of the 
U

kraine Conflict: Perspectives from
 International Law

, 
Springer 2023, pp. 493-508.

（
5
）　

詳
し
く
は
拙
稿
「
国
際
刑
法
の
回
顧
と
展
望
」
刑
法
雑
誌
六
二

巻
二
号
（
二
〇
二
三
年
）
三
三
一
頁
以
下
参
照
。

（
6
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
体
制
と
日
本
法
の
不
備
に
つ
い
て
詳
し
く
は
拙
稿
（
前

掲
注（
5
））
三
三
四
頁
以
下
、
拙
稿
「
国
際
刑
法
に
お
け
る
『
中
核

犯
罪
』
の
保
護
法
益
の
意
義
―
―
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
批
准
の
た
め
の
日
本

の
法
整
備
と
刑
事
実
体
法
規
定
の
欠
如
が
も
た
ら
す
も
の
を
素
材
と

し
て
」
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
〔
編
〕『
慶
應
の
法
律
学　
刑
事
法
―

慶
應
義
塾
創
立
一
五
〇
年
記
念
法
学
部
論
文
集
』
慶
應
義
塾
大
学
法

学
部
（
二
〇
〇
八
年
）
二
一
七
頁
以
下
参
照
。




